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【薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食中毒部会 配付資料】 
2024/2/22 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37557.html 

 

議題 

（１）令和５年食中毒発生状況について 

（２）令和５年に発生した主な食中毒事件について 

資料一覧 

 議事次第 

 https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001213029.pdf  

食中毒部会名簿 

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001213030.pdf  

資料１ 令和５年食中毒発生状況（概要版） 

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001213031.pdf  

資料２ 令和５年食中毒発生状況 

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001213032.pdf  

資料３ 和歌山県で発生した弁当によるサルモネラ食中毒事例について 

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001213033.pdf  

資料４ 山口県で発生した腸管出血性大腸菌O157食中毒事例について 

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001213034.pdf  

資料５ 八戸市内で製造された弁当による食中毒事例 

https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001213035.pdf  

 

八戸市内で製造された弁当による食中毒事例 八戸市保健所 衛生課 

協力：国立感染症研究所 

実地疫学専門家養成コース（FETP） 

実地疫学研究センター 
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001213035.pdf 

概要 

【探知】 

令和５年９月 17 日（日）複数自治体から「管内で、八戸市内で製造され た弁当を喫

食し、複数名が嘔吐、下痢等の症状を呈している」との連絡 

【初発例】 令和５年９月 16 日（土） 

【患者】 患者数 554 名 

【主な症状】 下痢、嘔吐、吐き気、腹痛 

【原因食品】 

原因施設で９月 15 日及び 16 日に製造された弁当 

（消費期限 2023.9.16 ）及び（消費期限 2023.9.17) 

【病因物質】 

黄色ブドウ球菌（エンテロトキシン A 型） 

セレウス菌（下痢毒産生） 

➢ 令和５年９月 17 日（日）午前、複数自治体から、「管内で、八戸市内で製造され 

た弁当を喫食し、複数名が嘔吐、下痢等の症状を呈している」との連絡があった。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37557.html
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001213029.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001213030.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001213031.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001213032.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001213033.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001213034.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001213035.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001213035.pdf
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➢ 直ちに、営業者に対して有症状者等苦情の有無を確認 

【営業者からの情報】 

・販売店等から、十数名程度の有症状者の情報 

・９月 15 日製造・納品分は全量販売済（消費期限 2023.9.16 ） 

この時点で、約 18,800 個 （北海道から福岡まで出荷・納品） 

・９月 16 日製造分は、商社等を通じて全量回収指示（消費期限 2023.9.17 ） 

⇒後日、一部で販売が判明 

・従事者に体調不良者なし（検便は８、９月で異常なし） 

・９月 17 日は、製造を自粛 

・一部米飯を委託製造、委託米飯について受入れ時温度が高い状態だった。 

関連施設情報 

【弁当の製造施設】 

• 八戸市内のそうざい製造業 

• 八戸駅を始め、東北新幹線の主要駅などで販売する駅弁を主に製造 

（平日：約 6,000 食／日） 

• 例年 10 月～3 月は、スーパー・百貨店等の駅弁フェア等イベントのため、繁忙期

となる（約 20,000 食／日） 

• HACCP に基づく衛生管理に取り組む。外部認証の取得はこれから 

【米飯委託製造施設】 

• 以前から、繁忙期にそうざい製造業者に米飯の製造を委託。 

• 繁忙期にイベント用として米飯製造を委託 納入実績あり 

経過 

• 9 月 17 日（日）探知 

• 9 月 19 日（火） ：報道発表、厚生労働省 HP 上で情報提供 

✓対象商品を当該施設ホームページ引用 

✓対象商品を喫食し、体調不良を呈した人は保健所に相談するよう呼びかけ 

• 9 月 23 日（土祝）：当該施設製造の弁当を原因とする食中毒と断定営業禁止処分 

• 10 月 6 日（金）：弁当製造時の再現のため試験製造を実施 

• 10 月 10 日（火）：厚生労働省主催関係自治体との情報共有（Web） 

• 10 月 16 日（月）：推定される主な原因及び改善事項を指示 報道発表 

• 11 月 1 日（水）：改善確認のための試験製造を実施 

• 11 月 4 日（土）：営業禁止処分解除 

食中毒の断定（令和５年９月 23 日） 

１ 患者の発症日は、令和５年９月 16 日～18 日の間に集中していること 

２ 調査の結果、患者便及び当該施設が製造した弁当（未開封）から黄色ブドウ球菌（エ

ンテロトキシンＡ型）及びセレウス菌（下痢毒産生）が分離されたこと 

３ 患者は、原因食品を喫食後に下痢、嘔吐、吐き気、腹痛などの食中毒症状を呈し、

潜伏期間及び臨床症状が、上記病原体によるものと矛盾しないこと 

４ 患者に共通する食事が、当該施設が製造した弁当に限られること 

５ 医師から食中毒の届出があったこと 

行政処分（令和５年９月 23 日） 

➢当該施設で製造された弁当を原因とする食中毒と断定 
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➢食品衛生法第６条第３号違反 

➢当該菌による危害発生の原因が判明しておらず、食品衛生上の危害を除去するための

期間を予測することが困難であることから営業の全部について禁止 

改善指示事項（令和５年９月 23 日） 

１ 本件が発生した原因を究明し、必要な対策を行うこと 

２ 施設、設備及び器具の清掃、洗浄及び消毒を徹底すること 特に、黄色ブドウ球菌及

びセレウス菌に汚染された可能性のある箇所について、施設内の消毒を徹底すること 

３ 原材料受け入れ時（特に、外注した米飯等の温度管理が必要な食品及び添加物等の

検品）における手順書を整備すること 

４ 危害分析表、HACCP プラン及び一般衛生管理等、衛生管理計画の内容の見直しを

行うこと 

５ 毎日の衛生管理の実施状況を確実に記録し、保存すること 

６ 製品が 48 時間常温保管可能であることについて、科学的な根拠（例えば、ご飯と    

具材を分け、それぞれに保存試験を実施する等）を整備、文書化し、該当するデータ

等と併せて提出すること 

７ 検食の保存方法等について、「大量調理施設衛生管理マニュアル」（平成９年３月

24 日付け衛食第 85 号別添 最終改正：平成 29 年６月 16 日付け生食発 0616 第

１号）を参考に、見直すこと 

８ 販売先等に対して速やかに回収を連絡するための体制の構築等、製品の回収手順を

見直し、手順書を作成すること 

９ 以上を改善したうえで、内容を従事者に理解させ、確実に実施できるよう教育訓練

すること 

調査の詳細 

◼症例定義 

• 令和５年（2023 年）９月 15 日から 16 日に当該施設で製造された弁当を喫食し、 

9 月 16 日から 18 日に下痢、嘔吐、嘔気、腹痛のいずれかを呈した症例 

◼情報収集 

• 製造施設、委託製造施設の情報 

• 疫学調査結果（症例が発生した関係自治体） 

• 検査結果 

◼解析方法：記述疫学 

◼立入調査：製造施設への立入調査/従業員への聞き取り調査 
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検査結果（まとめ） 
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検査結果（まとめ） 

【検便】 168 検体中 52 検体から黄色ブドウ球菌を検出 

（うち 41 株エンテロトキシン産生） 

41 検体からセレウス菌を検出（うち 31 株下痢毒産生） 

【拭き取り】 器具・物件６検体において、食中毒菌等※１は検出されず 

※１：黄色ブドウ球菌、セレウス菌、ノロウイルス、サポウイルス、アストロ

ウイルス 

従業員 62 検体において、エンテロトキシン産生黄色ブドウ球菌は検出されず 

【検食】 310 検体中２検体から、黄色ブドウ球菌（エンテロトキシン産生）を検出 

５検体からセレウス菌（下痢毒産生）を検出 

委託製造施設の検食３検体から黄色ブドウ球菌、セレウス菌など 

主な食中毒原因菌等は検出されず（関係自治体） 

【弁当】 30 検体中 23 検体から黄色ブドウ球菌を検出※２ 

（エンテロトキシン産生、未実施含） 

※２：２検体からエンテロトキシンを検出 

26 検体中 10 検体からセレウス菌（下痢毒産生）を検出 

検査結果(検食) 
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弁当、検食検査結果まとめ 

【黄色ブドウ球菌】 

（弁当） 

・委託茶飯又は自社米飯を使用した弁当どちらからも黄色ブドウ球菌を検出 

・発症に十分な菌量かつ食品中からエンテロトキシンを検出 

（当該製造施設の検食） 

・委託茶飯から黄色ブドウ球菌を検出 

（１検体は、当該施設で冷却後、使用されずに発泡スチロール箱で冷凍保管） 

・具材からは検出されず 

⇒（患者便）委託茶飯又は自社米飯を使用した弁当を喫食した患者から検出 

【セレウス菌】 

（弁当） 

・自社米飯を使用した弁当からは、セレウス菌は検出されず 

・委託茶飯を使用した弁当からセレウス菌を検出、発症に十分な菌量 

（当該製造施設の検食） 

・委託茶飯からセレウス菌を検出 

・一部の具材からセレウス菌を検出 

原因究明結果について(令和５年 10 月 16 日） 

【製造施設内】 

➢委託製造した米飯について、検収手順及び受入れ基準を定めていなかったことから、

注文時の指示書より高い温度の米飯を受け入れ、米飯冷却までに原因菌が増殖した可

能性がある 
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➢委託製造した米飯が配送された外箱（発砲スチロール製）について、殺菌等の措置

をせずに、盛り付け室に搬入したことから、米飯、具材等に原因菌が付着した可能

性がある 

➢ 自社炊飯分の米飯冷却に加え、予定にない、委託製造した米飯の移し替えや冷却

が同時に行われたが、その製造記録が残されておらず、手指の消毒、手袋交換等の

タイミングや方法が適切に行われず、原因菌が付着した可能性がある 

➢臨時従業員に対して衛生教育や体調・手指の傷等健康状態の確認を行ったが、これ

らの記録が残されておらず、通常当該施設で実施されている衛生的な取扱いや健康

管理が徹底されず、原因菌が付着した可能性がある 

【その他】 

➢回収について、当該営業者からの連絡が一部の販売店まで届かず、16 日製造分の

一部が販売され、食中毒患者が確認された。回収に関する連絡が確実に販売店まで

届くよう、予め定めていなかった 

⇒ 以上の原因について改善を指導 

行政処分解除後の保健所の主な指導 

当該施設自らが適切に衛生管理を運用できるよう、通常の監視の中で必要な指導助言を行

っている。 

➢ 当面は、定期的に施設の記録の実施状況の確認や品質管理担当者へのヒアリング

等を行い、施設の衛生管理について必要な事項 

➢ 加熱殺菌工程など、科学的データが不足している可能性のある工程については、

施設側が自ら検証していけるよう、必要な事項 

➢ 当該施設における品質保証体制の強化が図られ、施設自らが衛生管理についての

振返りや改善を円滑に実施できるよう、必要な事項 

再発防止策、今後の改善点 

◼弁当を製造する施設 

• 米飯等の温度管理の実施と記録の徹底 

• 各弁当における食材のロット管理と検食 

• 清潔区域と汚染区域を明確にした衛生管理 

• 製造にかかわる全従業員の健康管理と記録の徹底 

• 製造にかかわる全従業員への衛生教育の実施 

• 科学的根拠に基づいた弁当保存条件の設定 

• 製造手順を作成、手順を逸脱した場合のルール作り など 

◼八戸市保健所 

• 当該施設への衛生管理教育への積極的な関与 

• 記者会見や市ホームページ上での情報公開の適時的確な実施 など 


